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議案第１４号 

 

 

 

令和４年度明石市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第１号） 

 

令和４年度明石市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ389,000千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ29,512,650千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和５年２月２１日提出 

 

 

 

明石市長   泉    房   穂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１表　歳入歳出予算補正

1   歳入

款 項

1 国民健康保険料

1 国民健康保険料

2 県支出金

1 県補助金

3 繰入金

1 繰入金

4 繰越金

1 繰越金

歳 入 合 計
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(単位：千円)

5,264,025 △ 399,791 4,864,234 

5,264,025 △ 399,791 4,864,234 

20,508,095 400,000 20,908,095 

20,508,095 400,000 20,908,095 

3,305,415 373,096 3,678,511 

3,305,415 373,096 3,678,511 

‐ 15,695 15,695 

‐ 15,695 15,695 

29,123,650 389,000 29,512,650 

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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2   歳出

款 項

1 総務費

1 総務管理費

2 保険給付費

1 療養諸費

2 高額療養費

3 葬祭諸費

歳 出 合 計
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(単位：千円)

460,220 △ 11,000 449,220 

459,709 △ 11,000 448,709 

20,040,343 400,000 20,440,343 

17,450,500 299,000 17,749,500 

2,462,450 100,000 2,562,450 

20,150 1,000 21,150 

29,123,650 389,000 29,512,650 

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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令和４年度明石市国民健康保険事業特別会計補正予算に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



歳入歳出補正予算事項別明細書

 1　歳    入

款　　　　　　項　　　　　　目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 国民健康保険料 5,264,025 △ 399,791 4,864,234 

1 国民健康保険料 5,264,025 △ 399,791 4,864,234 

1 一般被保険者国民健康保険料 5,263,755 △ 399,791 4,863,964 

国 8



(単位：千円)

医療給付費分現 一般被保険者国民健康保険料医療給付費分現
年分 年分

現　計 3,317,277 
補正後 2,917,486 

 1　歳    入

節
説　　　　　　　明

区 分 金 額

1 △ 399,791 
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款　　　　　　項　　　　　　目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 県支出金 20,508,095 400,000 20,908,095 

1 県補助金 20,508,095 400,000 20,908,095 

1 保険給付費等交付金 20,508,095 400,000 20,908,095 
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保険給付費等交 保険給付費等交付金（普通交付金）
付金（普通交付 現　計 20,034,043 
金） 補正後 20,434,043 

説　　　　　　　明
節

区 分 金 額

1 400,000 
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款　　　　　　項　　　　　　目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 繰入金 3,305,415 373,096 3,678,511 

1 繰入金 3,305,415 373,096 3,678,511 

1 一般会計繰入金 2,705,415 373,096 3,078,511 
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保険基盤安定繰 保険基盤安定繰入金
入金 現　計 1,663,511 

補正後 1,671,345 
未就学児均等割 未就学児均等割保険料繰入金 15,809 
保険料繰入金
職員給与費等繰 職員給与費等繰入金
入金 現　計 460,220 

補正後 449,220 
財政安定化支援 財政安定化支援事業繰入金
事業繰入金 現　計 326,484 

補正後 405,943 
その他一般会計 その他一般会計繰入金
繰入金 地方単独事業波及増繰入金

　現　計 188,000 
　補正後 209,000 
保険料減免繰入金 151,865 
保健事業費繰入金 108,129 

説　　　　　　　明
節

区 分 金 額

1 7,834 

2 15,809 

3 △ 11,000 

4 79,459 

280,994 5
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款　　　　　　項　　　　　　目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

4 繰越金 - 15,695 15,695 

繰越金 - 15,695 15,695 

1 繰越金 - 15,695 15,695 

1
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前年度繰越金 15,695 

説　　　　　　　明
節

区 分 金 額

1 前年度繰越金 15,695 
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一般財源 △11,000 

一般財源 △11,000 

一般財源 △11,000 

 2　歳    出

款　　　　項　　　　目 補正前の額 補正額 計 補正額の財源内訳

1 総務費 460,220 △ 11,000 449,220 

1 総務管理費 459,709 △ 11,000 448,709 

1 一般管理費 450,526 △ 11,000 439,526 
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(単位：千円)

職員費 △    11,000 

 2　歳    出

節
説　　　　　　　明  

区　　　分 金　　　　額

1,100 

 1 報酬 300 

 2 給料 △ 6,600 

 3 職員手当等 △ 3,600 

 4 共済費 △
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特定財源 400,000 

特定財源 299,000 

一般被保険者療養給 特定財源 299,000 
付費

(特定財源内訳)
国県支出金

299,000 
特定財源 100,000 

一般被保険者高額療 特定財源 100,000 
養費

(特定財源内訳)
国県支出金

100,000 
特定財源 1,000 

特定財源 1,000 

(特定財源内訳)
国県支出金

1,000 

款　　　　項　　　　目 補正前の額 補正額 計 補正額の財源内訳

2 保険給付費 20,040,343 400,000 20,440,343 

1 療養諸費 17,450,500 299,000 17,749,500 

1 17,166,000 299,000 17,465,000 

2 高額療養費 2,462,450 100,000 2,562,450 

1 2,455,000 100,000 2,555,000 

3 葬祭諸費 20,150 1,000 21,150 

1 葬祭費 20,150 1,000 21,150 
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負担金補助 一般被保険者療養給付（現物給付）事業    299,000 
及び交付金

負担金補助 一般被保険者高額療養費給付事業    100,000 
及び交付金

負担金補助 葬祭費給付事業      1,000 
及び交付金

説　　　　　　　明  
区　　　分 金　　　　額

節

18 299,000 

18 100,000 

1,000 18
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一　般　職　等

(1)　総　　　括

備考　（　　　）内は再任用・任期付短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員数を外書き

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細

職員構成の変動に伴う増減等

扶養手当

地域手当

時間外勤務手当

期末勤勉手当

通勤手当

住居手当

その他

△ 2,488

人事院勧告に基づく

給与改定分

令和3年度人事院勧告に基づく改定分（年間
支給月数 一般職△0.15月 再任用△0.10月）

令和4年度人事院勧告に基づく改定分（年間
支給月数 一般職+0.10月 再任用+0.05月）

△ 3,041その他の増減分

その他の増減分 △ 6,828

△ 3,600職 員

手 当

△ 559 △ 1,652

△ 748

△ 23

262

△ 58

△ 327

341

1,093

令和4年度人事院勧告に基づく改定分（平均
改定率+0.3％）

△ 6,828

給 料 △ 6,600 人事院勧告に基づく 228 228

給与改定分

区 分
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明

備 考
（千円） （千円） （千円）

職
員
手
当
の
内
訳

比　　　較 341 △ 327 △ 58 3 0

5,290 1,780

55,003

△ 3,047 △ 748 △ 26262

50

補　正　後 2,451 8,733 5,232 1,783

0

0

補　正　前 2,110 9,060

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

4,302 1,912

5,050

区　分

扶 養 地 域 時間外勤務 管 理 職

手 当 手 当 手 当 手 当

（千円）

通 勤 住 居 休 日 勤 務

手 当 手 当

特 殊 勤 務 期 末 勤 勉

手 当手 当 手 当

比　　　　　較
(0)

300 △ 6,600 △ 3,600 △ 9,900
△ 1

補　　正　　前
(28)

2,710 147,120 83,040 232,870
25

補　　正　　後
(28)

3,010 140,520 79,440
24

（千円） （千円）（千円） （千円）

報　 酬 給　 料 職 員 手 当 計区　　分
職 員 数

給　　　　　　与　　　　　　費
共　済　費

（人） （千円） （千円）

補　　正　　予　　算　　給　　与　　費　　明　　細　　書

合　計

58,050

△ 1,100

266,970

277,970

△ 11,000

45,100

24

222,970 44,000

1,650

国　20



(3)　給料及び職員手当の状況

　ア　職員１人当たり給与

　イ　初任給の状況（令和4年4月1日現在）

　ウ　級別職員数（令和4年10月1日現在）

構成比については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

-

100.0

8 -

計 23

-

7

8.7

5

-

21.75

4

17.4

6 2

7 30.4

3 4

2

2 8.7

3 13.0

構成比

1

級

一般行政職

(人) (％)

185,200国の制度

158,900

職員数

154,600

191,700

高校卒

給料月額

大学卒

一般行政職（円）
区分

43.7

補正前

396,223

平均年齢 43.4

322,357

平均年齢

平均給与月額 392,327

平均給与月額

平均給料月額

補正後

325,841平均給料月額

区　　　　　　分

(単位：円、歳)

一般行政職
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(級別の標準的な職務内容)

　エ　昇給

　オ　期末手当・勤勉手当

備考　（　　　）内は再任用職員

備　　　考

2.150 2.250
国の制度

(1.125) (2.300)

(2.300)

84.0

有

有
(1.125) (1.125)

(1.175)

(2.250)

4.400

4.400

2.150 2.250

2.150 2.150 4.300

補正後 有

補正前

(1.125) (1.175)

級 等 に よ る 加 算 措 置

支給率計
(月分)

比  率　　　(B)/(A)  (％)

令
和
4
年
1
月
1
日
昇
給

）

3号給 (人)

2号給 (人)

職 制 上 の 段 階 、 職 務 の支給期別支給率
区　　分

6月(月分) 12月(月分)

-

214号給 (人)

号給数別内訳

（
1号給 (人)

-

-

比  率　　　(B)/(A)  (％) 87.0

補
正
前

職　員　数　(A)　　(人) 25

昇給に係る
職員数　(B)      (人)

21

）

4号給 (人) 20

号給数別内訳 3号給 (人) -

令
和
5
年
1
月
1
日
昇
給

2号給 (人)

1号給 (人) -

-

（

20

23

昇給に係る
職員数　(B)      (人)

区　　　　　分

補
正
後

職　員　数　(A)　　(人)

技術職員 技術職員 技術職員

事務職員

区   分 1級 2級 3級

局長

4級

係長

部長

課長

事務職員

一般行政職

8級6級 7級

次長

5級

代表的な職種

一般行政職

室長

主任

事務職員
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　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

　キ　地域手当

備考　（　　　）内は再任用・任期付短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員数を外書き

　ク　その他の手当

扶養手当

国の制度との異同

24

6.0

(28)

区　分 差　　　　　　異　　　　　　の　　　　　　内　　　　　　容

通勤手当 同

同

住居手当 同

6.0

47.709

定年前早期退職

特例措置

(定年前1年につき
最大3%を加算)

24.586875 33.27075 47.709

(定年前1年につき
最大3%を加算)

特例措置
24.586875 33.27075

25年勤続の者 35年勤続の者

47.709

その他の
備　　　　考

(月分) (月分) (月分) (月分)

定年前早期退職

加算措置等

20年勤続の者

支給率等 47.709

最高限度
区　　分

支給率(％)

国の制度
(支給率等)

支給対象職員数　(人)
国の指定基準に

基づく支給率(％)
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